
 

第５回 バス事業のあり方検討会 

 

日 時：平成２５年２月１９日（火） 

１３：００～１５：００ 

場 所：２号館低層棟共用会議室２Ａ・２Ｂ 

 

議  事  次  第 

 

１．開 会 

２．中間整理を踏まえて措置すべき事項について 

３．各検討会における検討状況等について 

４．引き続き検討を要する事項について  

５．最終とりまとめ骨子について 

６．その他 

７．閉 会 

 

 

○ 配布資料 

・資料１  委員名簿 

・資料２  配席図 

・資料３  関越道の事故を踏まえた検討事項と本検討会の進め方 

・資料４  中間整理 

・資料５  中間整理を踏まえて措置すべき事項 

・資料６  各検討会における検討状況等 

・資料７  引き続き検討を要する事項 

・資料８  （公社）日本バス協会からの提出資料 

・資料９  和田委員からの提出資料 

・資料 10  最終とりまとめ骨子案 

 

 

 

・参考１  参考資料   
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オブザーバー 

中村 文彦 

加藤 博和 

酒井 一博 

寺田 一薫 

若林亜理砂 

秋池 玲子 

 

和田由貴夫 

鈴木 基代 

小田 征一 

富田 浩安 

上杉 雅彦 

村瀬 茂高 

池田  浩 

梶田 隆弘 

楠木泰二朗 

鎌田 佳伸 

清水 昭男 

佃  栄一 

滝口 明彦 

松下 新平 

武藤 浩 

清谷 伸吾 

坂  明 

若林 陽介 

鈴木 昭久 

松本 年弘 

瓦林 康人 

下野 元也 

寺田 吉道 

秋田 未樹 

廣田 耕一 

美濃 芳郎 

露木 伸宏 

横浜国立大学大学院教授 

名古屋大学大学院准教授 

労働科学研究所所長 

東京海洋大学教授 

駒沢大学教授 

ボストンコンサルティンググループ・パートナー＆マ

ネージング・ディレクター 

バスラマ・インターナショナル編集長 

 (独)国民生活センター相談情報部長 

京成バス㈱取締役相談役 

日の丸自動車興業㈱代表取締役社長 

神姫バス㈱代表取締役社長 

WILLER TRAVEL㈱代表取締役 

㈱ジェイティービー執行役員旅行事業本部副本部長 

クラブツーリズム㈱取締役地域交流部長 

新日本ツーリスト㈱代表取締役社長 

全国交通運輸労働組合総連合軌道・バス部会事務局長

日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長 

日本鉄道労働組合連合会自動車連絡会顧問 

日本労働組合総連合会社会政策局長 

国土交通省大臣政務官 

国土交通省自動車局長 

国土交通省自動車局次長 

国土交通省大臣官房審議官（自動車局） 

国土交通省大臣官房審議官（国土政策局、自動車局）

国土交通省自動車局総務課長 

国土交通省自動車局安全政策官 

国土交通省自動車局旅客課長 

国土交通省自動車局安全政策課長 

観光庁観光産業課長 

関東運輸局自動車交通部長 

警察庁交通局交通企画課長 

厚生労働省労働基準局監督課長 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官 

（事務局） 国土交通省自動車局旅客課 
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バス事業のあり方検討会（第５回）配席図
＜　合同庁舎第２号館低層棟（国土交通省）　１階　共用会議室２A・２B＞
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関越自動車道高速ツアーバス事故を受けた中長期的検討事項 資料３

１．運行管理制度その他の安全
に関する基準の強化

検討事項 バス事業のあり方検討会

（メンバー） 政務官、学識経験者、有識者、業界関係者、労働組合、行政関係者
に関する基準の強化

２． 「新高速乗合バス」の厳格な

制度設計と同制度への早期
の移行促進

（メンバ ） 政務官、学識経験者、有識者、業界関係者、労働組合、行政関係者

（主な検討事項） ○運行管理制度等の見直し（選任要件の厳格化等）
○参入規制のあり方、公正な取引の確保方策の検討 等

貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループの移行促進

３． 参入規制のあり方の検討

４ 運賃 料金制度のあり方の

貸切バス運賃 料金制度ワ キンググル プ

（メンバー） 学識経験者、有識者、貸切バス事業者、旅行業者、労働組合、
行政関係者（自動車局旅客課長、観光庁観光産業課長ほか）

４． 運賃・料金制度のあり方の
検討

５． 監査体制の強化

行政関係者（ 動車 旅客課長、観光 観光産業課長 ）

（主な検討事項） ○合理的で実効性ある貸切バス運賃・料金制度等

自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会

６． 処分の厳格化

７． 旅行業者と貸切バス事業者
の公正な取引の確保

（メンバー） 学識経験者、有識者、行政関係者（オブザーバー）

（主な検討事項） ○監査の実施方法、実効性のある処分のあり方、監査に係る体制 等

の公正な取引の確保

８． 業界・事業者における安全

確保のための自主的な取組
の強化

高速ツアーバス等の過労運転防止のための検討会

（メンバー） 学識経験者 労働組合 関係事業者団体 関係行政機関の強化
等

（メンバー） 学識経験者、労働組合、関係事業者団体、関係行政機関

（主な検討事項） ○緊急対策以外の対策（点呼のあり方等）の審議 等
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本検討会のスケジュール

第１回
（10/25）

第２回
（11/27）

第３回
（12/17）

第４回
（1/22）

①運行管理制度の強化

第５回
（2/19）

検討項目 第６回
（3/29）

①運行管理制度の強化

②過労運転防止のための基準の強化 （←過労運転防止検討会）

③監査体制の強化 （←監査のあり方検討会）

④処分の厳格化 （←監査のあり方検討会） 論点の提 中間整理に基本的方向 中間整理 最終とりま最終とりまと④処分 厳格 （ あり方検討会）

⑤旅行業者と貸切バス事業者の公正な取引の確保

⑥業界・事業者における安全確保のための自主的な取組の強化

論点の提
示・議論

中間整理に
向けた議論

基本的方向
性の検討

中間整理 最終とりま
とめの策定

最終とりまと
め骨子案等
の議論

⑦新高速乗合バスへの早期の移行促進 （←事務局からの報告）

⑧参入規制のあり方の検討

⑨運賃・料金制度のあり方の検討 （←貸切運賃・料金制度ＷＧ）

⑩その他 論点の提示・
議論

基本的方向
性の検討

最終とりま
とめの策定

最終とりまと
め骨子案等議論 性の検討 とめの策定め骨子案等
の議論
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平成２４年１０月に学識経験者、バス事業者、労働組合、旅行業者等の関係者から構成される「バス事業のあり方検討会（座
長 中村文彦 横浜国立大学大学院教授） を設置し 貸切バ 安全性向上に向けた施策を中心に検討を進め きたと ろ 今

バス事業のあり方検討会 中間整理 資料４※赤字は第４回検討会資料からの修正箇所

貸切バス全般に係る対策

長：中村文彦 横浜国立大学大学院教授）」を設置し、貸切バスの安全性向上に向けた施策を中心に検討を進めてきたところ、今
般、検討状況について以下のとおり中間整理を行い、年度内の最終とりまとめに向けて引き続き検討を行う。

【今後講じるべき対策】 ※いずれの項目も、調整・検討が終わり次第、速やかに実施

（１）参入時の安全性チ クの強化

【課題】

○ 価格競争の激化に伴い、安
全コストを考慮しない発注が

（１）参入時の安全性チェックの強化

①安全管理体制の強化 ～ 経営トップをはじめとする事業者全体での安全管理の取組みを中小事業者に拡大

（運輸安全マネジメントの実施義務づけ）

②運行管理制度の強化 ～ 車両運行中の運行管理者業務の明確化、デジタル式運行記録計・ドライブレコー
ダーによる運行管理体制の構築等全コストを考慮しない発注が

広がっている現在の業界構造

○ 事業者数・車両数が増加す
る一方、需要の増加は限定的
→ 日車営収が下落

ダーによる運行管理体制の構築等

③役員の法令試験の厳格化、現場確認の徹底

④更に検討を継続すべき項目
・車庫要件の見直し、最低車両台数の見直し

（２）参入後の安全性向上の取組
→ 運転者の労働条件が悪化

し、安全性が低下

○ 安全確保への取組意識が
低い事業者や法令が遵守され
ていない事業者が存在

（２）参入後の安全性向上の取組

①運輸安全マネジメント評価を中小事業者に拡大。安全管理体制の構築のための支援事業を展開。

②事業者による法令遵守を徹底するため、第三者機関による適正化事業（コンサルティング）を実施（新高
速乗合バス移行事業者等から開始し、順次拡大）。また、事業者の法令遵守に係る自主点検とその結果
の国への報告を義務化

ていない事業者が存在

○ 監査等の事後チェック体制
が不十分

○ 旅行業者等の発注者との
間で 適正とは言えない取引

の国への報告を義務化

③国による集中的な監査・処分を実施 （監査のあり方検討会において検討）

（３）適正な取引環境の整備

①旅行業者等の発注者との取引の適正化 ～ 書面取引の徹底

②合理的 実効性ある運賃 料金制度 構築 安全 や最新 物価水準 踏 え 適 な 価水準間で、適正とは言えない取引
も見られる現状

○ 利用者からの信頼を回復す
る必要

②合理的で実効性ある運賃・料金制度の構築 ～ 安全コストや最新の物価水準も踏まえた適正な原価水準の

計算に基づく公示運賃・料金制度の枠組みの見直し（貸切バス運賃・料金ＷＧにおいて検討）

（４）利用者への情報提供の推進～ サービスの安全性を判断する上で重要な情報（法令遵守状況、事業者の

自主的な安全確保に関する取組み等）を公表

①新高速乗合バスへの移行 ～ 平成２５年７月末までの移行に向けた、バス停留所の調整等

②過労運転の防止 ～ 高速ツアーバスの交替運転者の配置基準の策定等（過労運転防止検討会において検討）

高速ツアーバス等に係る対策



中間整理のイメージ～高速ツアーバス事故を受けた貸切バスの安全性向上対策～

参入時のチェックの強化 参入後の安全性向上の取組参入時のチェックの強化 参 後 安 取

中小事業者の安全性向上を実現

【貸切バス事業の審査基
準の見直し】 事業者数 運

輸
ン

適
正

ン
サ

国
に準の見直し】

・安全管理体制や運行管理制
度の強化

・デジタル式運行記録計の装
着義務付け
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※更に検討を継続すべき項目

・車庫要件の見直し
・最低車両台数の見直し
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進 施
機
関
（
コ

）
の
導
入

的
な
監
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・

実
施 ネ

ジ
メ
ン
ト

最低車両台数の見直し

【審査手法の見直し】 大規模悪質事業者

中小
事業者 （導入済み）

【審査手法の見直し】

・法令試験の厳格化

・現場確認の強化

【適 な 環境 整備】 【 者 情報提供 推進】

大規模
事業者

悪質事業者

事業規模

【適正な取引環境の整備】
・旅行業者等の発注者との取引の適正化
・実効性のある運賃・料金制度の構築

【利用者への情報提供の推進】
・利用者が事業者を選べる環境の整備

平成２５年７月末までの移行に向けた、バス停留所の調整等 高速ツアーバスの交替運転者の配置基準の策定等

高速ツアーバス等の「新高速乗合バス」への移行高速ツアーバス等の「新高速乗合バス」への移行 高速ツアーバス等の過労運転の防止高速ツアーバス等の過労運転の防止
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中 整 踏 措 事中間整理を踏まえて措置すべき事項

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



貸切バス事業の課題

運輸安全マネジメントの実施義務付対象の拡大について

事業者数・車両数が増加する一方、需要の増加は限定的であり、日車営収が下落し、運転者の労働条件悪化や安全性
低下といった問題が指摘されているところ。また、発注者との関係で運行計画が決まるなど、安全管理や運行管理において
難しい側面がある。これらの背景を踏まえ、中小規模の事業者に対して、運輸安全マネジメントに基づく取組を義務付け、
早急に貸切バス事業の輸送の安全性向上を図る必要。

全ての貸切バス事業者や高速乗合バス事業者（管理の委託許可を受けた者に限る）に対して運輸安全マネジメント（経営
トップをはじめとする事業者全体での安全管理の取組み）と、運輸安全マネジメント評価を拡大。あわせて安全管理体制の
構築のための支援事業を展開

全ての事業者
義務付け

保有車輌 ※
２００両以上 ９５社

貸切バス事業者 貸切バス事業者

構築のための支援事業を展開。

安
全
管
理
規

義
務
付
け
対

安
全
管
理

義
務
付
け
対

※乗合バス事業等を兼業している事
業者を含む（事業者数は平成２４年
４月１日時点）

全ての事業者

４，５３３社
対象拡大

２００両未満

４，４３８社

規
程
作
成
等

対
象

規
程
作
成
等

対
象

運輸安全マネジメントの対象拡大に向けた今後の方向性

支援事業の展開運輸安全マネジメント評価の実施安全管理規程等の届出

◆ 事業者に対して、安全管理規程の作
成・届出を義務付ける。

◆ 事業者に対して、安全統括管理者の
選任・届出を義務付ける。

◆事業者に対して、運輸安全マネジメント
の実施方法等について、講習会等の形
での普及・啓発を図る。

◆ 事業者に対して、運輸安全マネジメント
評価を実施（中小規模事業者に対する
効果的な評価方法を検討）。

選任 届出を義務付ける。

中小規模事業者を含む全ての貸切バス事業者等に対して、安全に対する意識・取組を向上させる 1



運行管理に関する問題点

運行管理制度の強化～車両運行中の運行管理者業務の明確化

平成２４年４月に発生した関越道高速ツアーバス事故では、運行管理者が運転者を兼ねていた実態が判明。

⇒ 車両運行中、運転者の体調悪化、事故等のトラブルが発生した場合に、運転者任せの判断となれば、運転者は
運行計画に沿った運行を優先しかねないなど、重大事故に繋がりかねない状況。

安全運行に責任を有する運行管理者が、トラブル発生時の運行継続・中断等について必要な判断・指示を

運行管理体制の見直し

行うため、次のとおり、運行管理制度の強化を行う。
①事業者に対して、車両運行中の間の運行管理体制整備を義務付け
②運行管理者に対しては、トラブル発生時の運転者に対する必要な判断・指示を行うことを義務付け
③運転者に対して トラブル発生時の運行管理者に対する報告を義務付け③運転者に対して、トラブル発生時の運行管理者に対する報告を義務付け

運転者の

車 両 運 行 中

運行管理者報 告
営業所

運行の継続・中断

運転者の
体調不良

事 故 運行管理者は 車両運行中は営業所において業務を実施

営業所

の判断・指示
事 故 運行管理者は、車両運行中は営業所において業務を実施。

ただし、営業所を不在とする場合にあっては、補助者との連
携、あらかじめ定めた別の場所で実施できることとする。

見直しによる効果

天災、渋滞

見直しによる効果

（※）複数の運行管理者を選任している営業所にあっては、別の運行管理者が業務を行っている場合に限って、兼務可能。

運行管理者と運転者等との兼務が排除される（※）など、運行管理業務の適正化を実現 2



貸切バス事業におけるデジタル式運行記録計義務化について

デジタル式運行記録計の特徴

・ 電子データで記録されるので、簡便に運転者毎の運行実績（例：週、月、年毎の運転時間等）が出力でき、それ
により過労運転等のチェックも容易となるなど、データ管理・統計処理に優れる。

・ 電子データで記録され、運行時間、瞬間速度等の数値も表示されるので、詳細かつ客観的なデータに基づ

今後の進め方について

いて、運転状況分析や運転者指導が可能。

・ エコドライブにも資する反面、車載器のみならず事務所機器も必要などまとまった初期投資が必要。

今後の進め方について

デジタル式運行記録計の装着を新規参入要件とするに当たって、既存事業者に対する措置について
も併せて措置する必要があることから、全国約100事業者に対するヒアリング調査を実施。その結
果も踏まえつつ 今後 各方面の意見を伺い 定の結論を得た上で 義務化を実施果も踏まえつつ、今後、各方面の意見を伺い、一定の結論を得た上で、義務化を実施。

義務付け対象範囲

今後の方向性（案）

義務付け対象範囲

・長距離運行を行う場合（大型車等）について義務付け対象とする。

義務付け実施時期
・投資計画等の見直しに対応するため、数年間の準備期間を設ける。

義務化に伴う環境整備（例）

・運転時間等の管理だけでなく、安全運転教育への活用の観点から、単にデジタル式運行記録計の装着

を義務付けるのではなく、運転者の安全指導その他の運行管理における活用方策について検討。

・運転者指導等への活用の観点から 既存のデジタル式運行記録計以外の装置やドライブレコーダーの・運転者指導等への活用の観点から、既存のデジタル式運行記録計以外の装置やドライブレコーダーの

活用方策について検討。

・補助事業の内容見直し（補助対象品目の拡充）
3



役員の法令試験の厳格化について

現在の法令試験の位置付け及び実施方法

貸切バス事業の許可（道路運送法第４条）

→「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」（自動車局長通達）
「申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送

事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること」

→「一般旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験の実施方法について」（平成13年12月26日付け事務連絡）
申請者等が最低限の法令知識を確実に身につけることを目的として、以下の通り試験を実施。

＜法令試験の実施内容＞
①出題範囲： 道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法

施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運
送事業等報告規則、自動車事故報告規則 等

②出題形式： ○×方式、語群選択方式、簡単な筆記回答方式

③出題数 ３０問
④試験時間 ４０分～６０分
⑤合格基準 ８０％以上の正答

２．貸切バス分野における対策

具体的に講じる措置バス事業のあり方検討会報告書（平成２４年３月）

②出題形式 ○ 方式、語群選択方式、簡単な筆記回答方式

①受験者の見直し （→上記自動車局長通達の改正）

…法令試験の受験者は代表権を有する常勤役員に限定。

②不合格者への措置 （→実施方法に係る旅客課長通達の制定）

（１）貸切バス事業者における法令遵守体制の確保
①事業許可時の役員の法令試験の厳格化

－ 貸切バス事業の事業許可時に、代表権を有する常勤
役員に対し、運転者の労働時間や運輸安全マネジメン
ト等を出題範囲に含む法令試験を厳格に実施する

…不合格時の再試験は１回とし、再試験に不合格となった場合には
許可申請は却下する。

③出題範囲の拡大 （→実施方法に係る旅客課長通達の制定）

ト等を出題範囲に含む法令試験を厳格に実施する。

【取り組み項目】
・受験対象者を代表権を有する常勤役員に限定
・再試験に不合格の場合は却下処分

…出題範囲に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」、
「運輸安全マネジメント」、「貸切バス選定・利用ガイドライン」を追
加。

4

・出題範囲として道路交通法、道路運送車両法、勤務時
間等基準告示、運輸安全マネジメント及び貸切バス利
用ガイドラインを明示等



現場確認の徹底について

現在の現場確認の位置付け

貸切バス事業の許可（道路運送法第４条）取得後の、運輸開始に係る届出（道路運送法施行規則第６６条第１項第１号）

→「「旅客自動車運送事業の新規許可事業者に対する許可取得時の指導の充実等について」の実施方法等について」（自動車

局安全政策課長、旅客課長通達）局安全政策課長、旅客課長通達）

(1) 運輸開始届出時に以下の書類の添付を義務付けることにより、新規許可申請時における事業計画等の確保状況を確認

(2) (1)の確認のほか、必要に応じ事業計画等の確保状況に係る現地調査を実施するものとする。

＜添付書類＞＜添付書類＞

①自動車検査証の写し

②任意保険書の写し

③その他営業所（運賃料金表及び運送約款について公示した状況を含む。）、自動車車庫、事業用自動車、休憩仮眠施設

具体的に講じる措置課題

③その他営業所（運賃料金表及び運送約款について公示した状況を含む。）、自動車車庫、事業用自動車、休憩仮眠施設

の事業計画等に定める運輸施設についての写真

上記通達を改正し 運輸開始の届出に添付された写真に係る

写真の添付だけでは、営業所、自動車車庫、休憩

仮眠施設等の全体像が確認できない可能性があ

り 安全に関する規制を遵守しない悪質な事業者

具体的に講じる措置課題

上記通達を改正し、運輸開始の届出に添付された写真に係る

営業所、自動車車庫、休憩仮眠施設等について、原則として現

地調査を行うこととする。

り、安全に関する規制を遵守しない悪質な事業者

による事業開始を排除できないおそれ。

安全管理体制のチェックを徹底すること

5

安全管理体制のチェックを徹底すること
が必要



事後チェック体制の全体イメージ

利用者等・監査制度による法令遵守状況の確認
・適正化実施機関との連携
・呼出指導による自主点検表の提出

警察・労働基準局

運輸局 運輸支局

・呼出指導による自主点検表の提出

苦情、要望、同業者からの通報

相互通報

運送事業者

運輸局、運輸支局
監査・処分

処分情報等の公表
情報収集・提供

苦情、要望、同業者からの通報

運送事業者

適正化実施機関
通報

呼出指導の参加
自主点検表の提出

通報

呼出指導欠席、
自主点検表未報告、
報告内容に疑義あり

の場合、必要に応じ
監査を実施

連携

改善指導 6



自主点検・報告及び呼出指導（講習会）の実施
目的

１．事業者（経営者）自身の法令遵守への意識を高める。

２．法令遵守に対するレベルアップを図るとともに、行政と事業者のコミュニケーションを推進し、安全意識の共有を図る。

３．法令違反の疑いがある事業者の実態を行政が把握し、法令違反が確認された事業者を処分

運輸局、運輸支局

全体の流れのイメージ

開催案内、自主点検表
(法律に基づく報告聴取

自主点検表のイメージ

自主点検表 ○○バス（株）○○営業所

【過労防止関係等】

毎年、重点点検項目を選定して実施

※以下の項目は例示
運輸局、運輸支局

貸切事業者（代表者）

(法律に基づく報告聴取
として実施)の提出依頼

【過労防止関係等】
・告示で定める基準（拘束時間、休息時間、連続運転時間等）の遵守
・運行実車距離が４００ｋｍを超える場合（夜間）の交替運転者の配置
・健康診断の受診状況

提出資料：乗務記録：運行指示書、タコチャート
【点呼関係】
・運行管理者による点呼実施状況
・アルコール検知器の使用状況

提出資料：点呼簿、アルコール検知器（現物提示）
【運転者の教育関係】

セーフティ・バス等の認定を
受けた事業者は除く

講習欠席、自主点検表
未報告、自主点検表の
報告内容の疑義等

講習会の開催イメージ

○講習会受付の際、支局監査官
等が自主点検表の報告内容に関

監 査

【運転者の教育関係】
・告示で定める教育の実施状況

提出資料：年間教育計画、教育記録、適性診断結果

講習会の実施イメージ
して個別ヒアリングを実施

○支局監査官が講師となり、「法
令遵守のために必要となるポイン
ト」や「監査・処分制度」等を説明 行政処分

実施主体：運輸局又は運輸支局
実施回数：５０名程度を限度に数回実施（貸切バス事業者は年に１回程度）
講師：運輸局又は運輸支局監査官

講習会の実施イメ ジ

ト」や「監査 処分制度」等を説明

○講習会の最後に試問（テスト）を
実施し、受講者の理解度を把握

行政処分 講師 輸 輸支 官
受講者：代表者（安マネ講習の場合は安全統括管理者）
実施場所：運輸局又は運輸支局会議室等
※同時に安全マネジメントに関する講習の実施を検討

7



効率的・効果的な監査・処分の実施

見直し後見直し後

監
査

・街頭での監査、自主点検表の未提出、適正化実施機関の通報等による端緒
情報を充実査

端
緒

情報を充実
・監査総合情報システム等を活用して分析
・上記の分析を基に悪質事業者と思われる事業者のリストを作成（違反
歴 累積違反点数 講習受講状況 各種通報等）

監
査

歴、累積違反点数、講習受講状況、各種通報等）

・監査を従来よりも多頻度に実施査
実
施
時

・監査を従来よりも多頻度に実施
・悪質・重大な法令違反項目を緊急・優先的に確認するなど、効果的な監
査を実施

時

行
・悪質・重大な法令違反（営業所に運行管理者が不在、恒常的に全運転者

令 が
行
政
処
分

に対して点呼未実施等）は事業停止、事業停止後も引き続き法令違反が改
善されない場合は許可取消とするなど、処分を厳格化

軽微な法令違 対象を拡大（記録類 記載 備等） 監査時にお分
等

・軽微な法令違反の対象を拡大（記録類の記載不備等）し、監査時におい
て文書警告（行政指導）とする。 8



資料６

各検討会における検討状況等
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「貸切バス運賃・料金制度ワーキンググループ」の検討状況

１．中間報告の概要（第４回ＷＧにおいて整理）

① 公示運賃・料金制度の枠組みの見直し

② 貸切バスの付加価値に見合った運賃・料金の確保

③ 貸切バス事業者と旅行業者等の運送申込者との適正な

④ 利用者に対する適切な情報開示

⑤ 業界団体等による運賃・料金の適正化に向けた取り組み

⑥ 不適正な運賃・料金による取引に対する指導・監査・処分

２．第５回ＷＧにおける検討

③ 貸切バス事業者と旅行業者等の運送申込者との適正な

取引の確保

⑥ 不適正な運賃 料金による取引に対する指導 監査 処分

の徹底

上記①及び②について議論

（１）規制の枠組み（公示運賃・料金制度）
・・・現行の規制の枠組み（事前届出制＋事後の変更命令を前提に、変更命令の審査を要しない範囲を

「公示運賃・料金として」設定）についてどうするか？「公示運賃・料金として」設定）についてどうするか？

（２）公示する運賃・料金の種類・適用方法等の枠組み
・・・「複雑でわかりにくい」「取引の実状や事業者のコスト構造を適切に反映していない」等の指摘を踏まえて、

見直しを行うべきではないか？

（３）基準となる値の算出方法
・・・公示する運賃・料金の算出に際しての安全確保のための費用の見込み方等についても見直すべきではないか？

３．今後の予定（３月に第６回、第７回を予定）

（１）上記③～⑥に関する議論

（２）第５回及び第６回WGの議論を踏まえた最終報告骨子案の検討

（３）最終報告案の検討
1



過労運転防止のための交替運転者の配置基準について

過労運転防止に係る従来の取組過労運転防止に係る従来の取組
○H13年12月:運転時間を2日平均で１日9時間とする「基準」

を策定
○H19年 2月：「あずみ野観光バス」の事故発生
○H20年 6月：１日あたりの乗務距離を670kmとする交替運

過労運転防 に係る従来の取組過労運転防 に係る従来の取組

○今回の検討会（2月12日）において提示

新高速乗合バスの安全対策
（新高速乗合バスの運行開始から適用）

○H20年 6月：１日あたりの乗務距離を670kmとする交替運
転者の配置「指針」の策定

○H22年 9月：総務省勧告 「夜間及び昼間の新高速乗合バス」の配置基準策定

昨年４月、関越道での高速ツアーバス事故発生を受
け、過労運転防止のための有識者検討会を設置。

夏の緊急対策（H24年７月２０日より適用）夏の緊急対策（H24年７月２０日より適用）

○ 実車距離が夜間400km、昼間500kmを超える場合
ただし、特別な安全措置（※）を講じている場合は、

夜間500km、昼間600kmを超える場合
○ 貸切バス事業者へ委託せずに乗合バス事業者自らが運

○ 実車距離が400kmを超える場合
ただし、特別な安全措置を講じている場合は500km

「夜間の高速ツアーバス」の配置基準策定

○ 貸切 ス事業者 委託せずに乗合 ス事業者自らが運
行する場合は、週2回まで夜間500km超の特認路線への乗
務及び週3回まで昼間600km超の乗務が可能

○ 一日の運転時間が9時間を超える場合
ただし、貸切バス事業者へ委託せずに乗合バス事業者自らただし、特別な安全措置を講じている場合は500km

○ 乗務時間が10時間を超える場合

冬季多客期の対策（H24年１２月1日より適用）

ただし、貸切 事業者 委託せず 乗合 事業者自ら
が運行する場合は、週3回まで９時間超の乗務が可能。

○ 夜間乗務が連続4夜（400kmを超える乗務にあっては
連続2夜）を超える場合

（※）既存事業者の運行実態を踏まえて一部修正

今後の予定今後の予定○ 実車距離が400kmを超える場合

「夜間の貸切バス」の配置基準策定

冬季多客期の対策（H24年１２月1日より適用）
（※）既存事業者 運行実態を踏まえ 部修

○ 実車距離が400kmを超える場合
○ ただし、高速ツアーバスと同じ特別な安全措置を講ずる
場合又は運行途中1時間以上の仮眠休憩をとる場合には
500km超える場合に配置する。

昼間運行する「貸切バス」、健康管理のあり方その他の
過労運転防止対策については、年度末までにとりまとめ
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高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行の状況について①
基本的な考え方

高速ツア バス等については 平成２４年７月末に新高速乗合バス制度が創設され 平成２５年７月までに高速乗合バスに

移行に向けたこれまでの取組

高速ツアーバス等については、平成２４年７月末に新高速乗合バス制度が創設され、平成２５年７月までに高速乗合バスに
移行することとされた。これを踏まえ、現在移行に向けた取組を官民において進めているところ。

平成２４年７月末： 新高速乗合バス制度の創設及び移行指導に係る通達の発出等

①新制度の普及促進①新制度の普及促進
高速ツアーバス事業者等に対する新高速乗合バス制度（乗合バス事業の許可、バス停留所の確保、管理の受委託等）の周知徹底（説明会の実施等）

②高速ツアーバス事業者による移行に向けた取組
高速ツアーバス事業者による新高速乗合バスへの移行に向けた準備の実施（許可取得に向けた体制整備・バス停留所の確保等）

【高速ツアーバス事業者による移行に向けた具体的な取組状況（平成２４年９月に実施した事業者からのアンケート等による）】

* 高速ツアーバス事業者（旅行業者約６０社）の約８割弱が移行を希望

* 高速ツアーバスを運行する貸切バス事業者については、約220社が運行中（100社超が既に運行を取りやめ）

【課題】
現在、高速ツアーバス事業者において、乗合バス事業の許可取得に向け、バス停留所の確保に係る調整を実施しているが、東京・大阪等の

一部の大都市圏においてはその調整が困難な状況となっている。

このため、「高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行のための高速バス停留所調整ガイドライン」を策定し、協議会におけるバス停留所の

確保のための調整を実施し、新高速乗合バスへの移行を促進する必要がある。

③移行に向けた環境の整備
大都市圏のターミナル駅周辺等のバス停留所の確保が困難な地域におけるバス停留所の確保に向けた、ガイドラインを策定（平成２４年１１月末）

3



高速ツアーバス等の高速乗合バスへの移行の状況について②

以下のスケジュールで、本年７月までが期限の高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの

移 本 向 政 業 係者が 体 な 組を進 く が

今後のスケジュール

現在 バス停留所の確保に向けた調整を実施中

移行・一本化に向けて、行政・業界関係者が一体となって取組を進めていくことが必要。

現在： バス停留所の確保に向けた調整を実施中

○ 新宿・東京・ＴＤＲ・横浜・仙台・名古屋・なんば・天王寺・梅田・三宮・京都・博多等の大都市圏のターミ
ナル駅周辺等において、高速ツアーバス連絡協議会が中心となって、地方運輸局の支援の下、既存乗
合バス事業者、道路管理者、警察等の関係者との調整を実施中

本年３月末メド バス停留所の確保に向けた調整を終了

合バス事業者、道路管理者、警察等の関係者との調整を実施中

○ 新宿地区においては、平成２５年２月１日にガイドラインに基づくバス停留所調整協議会を設置し、２月
下旬～３月上旬に第１回協議会を開催予定

～本年３月末メド： バス停留所の確保に向けた調整を終了

本年８月以降は高速ツアーバス等の運行を認めない方針を改めて周知（国交省）

～本年４月末メド： 新高速乗合バスへの移行に係る許認可申請（事業者）

○ 標準処理期間（３ヶ月）との関係から、原則として移行目標の３ヶ月前までに、乗合バス事業の新規経営許可
申請、乗合バス事業の事業計画の変更認可申請、乗合バス事業の管理の受委託の許可申請等が必要

～本年７月末： 新高速乗合バスへの移行に係る許認可（国交省）

平成２５年８月～： 高速ツアーバス等の新高速乗合バスへの移行・一本化の完了

※以後、高速ツアーバス等の運行は認めない 4



資料７

引き続き検討を要する事項

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



参入時の許可基準の厳格化

○ これまでの検討会において出された意見

① 引き続き最低車両台数の引き上げを検討すべき① 続 最 数 検 す

・５両では安全に配慮した経営はできないはずで、やはり引き上げを検討すべき。単純な台数基準の引き上げ

が妥当でないのなら、ツアーバス事故を起こした事業者について比較し、共通する問題点を検証した上で、そ

の結果に基づき過当競争の貸切バス市場を正常化できる参入基準の強化を図るべき。

② 単純な車両台数ではなく他の切り口を検討すべき

・車両台数ではなく、車両台数に応じた人員の確保について検討すべき。（実効性が確保できないのでは、との車両台数ではなく、車両台数に応じた人員の確保に いて検討す き。（実効性が確保できないのでは、との

指摘あり）

・役員と運行管理者、整備管理者の兼務を禁止すべき。

・競争の促進という観点からは、車両台数を形式的に引き上げるのは望ましくなく、安全確保という目的達成の

ために必要最低限の基準とすべき。

・悪質事業者の安易な参入を防ぐためには、事故発生時の賠償資力確保の観点から、参入時に財務状況をチ

ェックすることが有効。

小規模事業者の中にも十分な安全性を確保して事業を行っている事業者もいることを考慮すべき・小規模事業者の中にも十分な安全性を確保して事業を行っている事業者もいることを考慮すべき。

③ その他

中小事業者の輸送の実態も踏まえて検討すべき・中小事業者の輸送の実態も踏まえて検討すべき。

・保有車両台数と事故発生率のグラフは、台キロベースで見せるべき。

・運転者の健康管理の観点も含めて分析を行うべき。
1



重大事故惹起事業者の比較

事業者名 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

許可年月 平成１２年１２月 平成１４年１月 平成２２年９月

営業所所在地 長野県北安曇郡 千葉県印西市 千葉県成田市

資本金 300万円 300万円 300万円資本金 300万円 300万円 300万円

車両

台数（新規許可時） ３両（小型３） ５両（大型２、中型３） ５両（大型３、小型２）

台数（事故発生時） １１両（大型９、中型２） １９両（大型１３、中型５、小型１） １１両（大型７、中型２、小型２）

平均車齢 １４年８ヶ月 １７年９ヶ月 １８年１ヶ月

車庫
営業所からの距離 併設 併設 併設

有蓋／無蓋 有蓋あり 有蓋あり 無蓋

従業員数 １７名 １４名 １２名

１７名（社長・取締役含む）
運転者数

１７名（社長・取締役含む）
（常時雇用７名、派遣社員７名、季節

雇用３名）

１４名（社長含む）
（日雇い３名）

１０名（社長含む）

人数・兼任の有無 １名（取締役が兼任） １名（代表者が兼任） １名（専任）

一般講習の受講 受講済 未受講 未受講
運行管理

者

般講習の受講 受講済 未受講 未受講

勤務態勢
運行管理者の自宅は営業所に隣
接。運行管理者が乗務することも
ある。

運行管理者の自宅は営業所に隣
接。運行管理者が乗務することも
ある。

運行管理者の自宅は近接。運行
管理者が乗務することもある。

整備管理者の人数・兼任の有無 １名（専任） １名（代表者が兼任） １名（代表者が兼任）

任意保険又は共済の加入状況 加入（対人・対物とも無制限） 加入（対人・対物とも無制限） 加入（対人・対物とも無制限）

般観光旅行及び冬季スキ バ 訪日外国人の観光旅行を主とし 訪日外国人の観光旅行及び高速
主な事業内容

一般観光旅行及び冬季スキーバ
ス（法２１条乗合運送許可）

訪日外国人の観光旅行を主とし、
高速ツアーバスも実施

訪日外国人の観光旅行及び高速
ツアーバス

2



事業者名 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

発生日時 平成19年2月18日 5時25分頃 平成24年4月29日 4時40分頃 平成24年8月2日 4時10分頃

発生場所 大阪中央環状線（府道）西行き 関越自動車道上り 東北道下り

スキー客２５名を乗せて走行中 道路左側の 高速ツアーバスが乗客４５名を乗せて走行中 高速ツアーバスが乗客３５名を乗せて走行中

事故の概
要

事故の概要

スキー客２５名を乗せて走行中、道路左側の
分離帯に衝突後、更に道路右側のモノレール
橋脚に衝突し、添乗員１名が死亡、乗客２５名
が重軽傷を負った。

高速ツアーバスが乗客４５名を乗せて走行中、
当該道路の左側壁に衝突し、乗客７名が死亡
し、乗客３８名が重軽傷を負った。

高速ツアーバスが乗客３５名を乗せて走行中、
前方のトラックに衝突し、乗客２５名が軽傷を
負った。

運行経路 白馬村→大阪 金沢→ＴＤＬ ＴＤＬ→仙台

発地から事故発生地まで
420km 440km 322km

の距離
420km 440km 322km

運行状況 夜間ワンマン運行 夜間ワンマン運行 夜間ワンマン運行

交替運転者配置基準 ― ―
否：運行計画上、乗務時間が10時間超え（11
時間30分）

年齢 ２１歳 ４３歳 ６１歳

事故惹起
運転者の
概要

経験年数 ７ヶ月 ２年９ヶ月 ２３年

雇用形態 常時雇用 日雇い 常時雇用

他事業者との兼務 無 有 無

適性診断の受診状況 初任診断（平成18年9月） 初任診断（平成22年11月） 初任診断（平成22年3月）

健康診断の受診状況 未受診 未受診 平成24年5月受診健康診断の受診状況 未受診 未受診 平成24年5月受診

主な法令違

（平成19年2月）
・過労運転下命
・拘束時間超過
・一部運転者の健康診断未実施
・運転者に対する指導監督違反

（平成24年4月、5月）
・営業区域外運送
・名義貸し
・日雇い運転者選任
・拘束時間超過、連続運転時間超過

（平成24年8月）
・営業区域外運送
・交替運転者未配置
・拘束時間超過、連続運転時間超過
・運行管理者講習未受講

監査の概

主な法令違反
運転者に対する指導監督違反

・乗務記録不実記載（運転者名偽装）
ほか全９項目
【事業停止７日間＋２２５日車】

拘束時間超過、連続運転時間超過
・大多数運転者の健康診断未実施
・点呼未実施
・運行管理者講習未受講
ほか全２８項目
【許可取消】

運行管理者講習未受講
ほか 全１３項目
【事業停止３０日間】

処分歴なし （平成 年 月監査） （平成 年 月監査）（前身会社）要

過去の法令違反

処分歴なし （平成20年1月監査）
・点呼実施不適切
・運行指示書記載不備
・乗務員台帳未作成
ほか全9項目
【７５日車】

（平成21年1月監査）（前身会社）
・一部運転者の健康診断未実施
・運転者の指導監督不適切
・初任運転者の適性診断未実施
ほか全8項目 【６０日車】
（平成22年12月監査）【 車】 （平成 年 月監査）
・運行管理者未選任
・一部運転者の健康診断未実施
・初任運転者の適性診断未実施
ほか全20項目 【２６５日車】 3



貸切バス事業者の走行台キロと事故件数の関係

平成 年から平成 ３年中の貸切バ の走行 億台キ 当たりの事故件数（件／ 億台キ ）（乗務員起因に限る）

7.60  7.42 8.00

平成２１年から平成２３年中の貸切バスの走行１億台キロ当たりの事故件数（件／１億台キロ）（乗務員起因に限る）

6.43 
5.30 

6.23 

3 00
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 

0.00 
1.00 
2.00 
3.00 

10両まで 11‐20両 21‐30両 31‐50両 51両以上10両まで 11 20両 21 30両 31 50両 51両以上

事業者規模
（保有台数）

事故件数
（件）

貸切バスの走行距離の
総和

（台キ ）

１億台キロ当たりの事故
件数

（件／１億台キ ）

(参考)全国の貸切バス
の事業者数（社）（保有台数） （件）

（台キロ） （件／１億台キロ）

10両まで 23 357,591,000 6.43

11-20両 29 381,603,176 7.60
21-30両 16 215,676,074 7.42
31-50両 16 301,926,551 5.30

の事業者数（社）

2,897

789
260
16231 50両 16 301,926,551 5.30

51両以上 25 401,206,160 6.23

計 109 1,658,002,961 6.57

162
108

4,216

※事故件数・・・平成２１年から平成２３年中に発生した自動車事故報告規則に基づき、報告のあった貸切バスの事故（乗務員に起因するもの）
※貸切バスの走行キロ・・・平成２１年度輸送実績報告をまとめたもの
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貸切バスの新規許可事業者の事業形態 （保有車両の種類別）

保有車両の 事業者数
主な事業形態（複数回答）

保有車両の
種類

事業者数
（割合） 高速ツ

アーバス
観光

企業・学校・
ロケバス

宿泊送迎 冠婚葬祭 その他
未定・
不明

社
大型のみ

５社
（7.2％）

３社 ２社 １社

大型＋中小型
１２社

４社 ３社 １社 １社大型＋中小型
社

（17.4％）
４社 ３社 １社 １社

中小型のみ
５２社

（75 4％）
２０社 ２３社 ６社 ２１社 ６社 ２社

（75.4％）

合計
（割合）

６９社
（１００％）

３社 ２６社 ２６社 ６社 ２１社 ７社 ４社

※ 平成２４年４月～１１月の新規許可事業者に対して実施した調査による
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貸切バスの新規許可事業者の事業形態（保有車両台数別）

保有車両台数
事業者数
（割合）

主な事業形態（複数回答）

高速ツ
アーバス

観光
企業・学校・
ロケバス

宿泊送迎 冠婚葬祭 その他
未定・
不明

６～１０両
６社

（8.7％）
１社 ５社 １社 １社 １社

５両
１３社

（18.8％）
３社 ６社 ４社 ２社 １社

４６社
３～４両

４６社
（66.7％）

１９社 １７社 ４社 １７社 ４社 ２社

１～２両
４社

１社 ４社１～２両
（5.7％）

１社 ４社

合計
（割合）

６９社
（１００％）

３社 ２６社 ２６社 ６社 ２１社 ７社 ４社
（割合） （１００％）

３社 ２６社 ２６社 ６社 ２１社 ７社 ４社

※ 平成２４年４月～１１月の新規許可事業者に対して実施した調査による

6

【参考】 貸切バスの事業許可に係る最低車両数
・営業区域毎に３両（大型車を使用する場合は、５両）
・ただし、離島での輸送、会葬者の輸送等の特殊な申請については、その内容に応じて弾力的に判断（１両での申請も可能）



参入時の許可基準の厳格化に係る施策

○ 許可基準の厳格化については 既存事業者への適用の要否の観点も踏まえて

１． 中間整理を踏まえて実施することとしている許可基準の厳格化措置

○ 許可基準の厳格化については、既存事業者への適用の要否の観点も踏まえて
検討する必要。

項目 具体的内容 効果

① 安全管理体制
の構築に向けた

全ての貸切バス事業者や高速乗合バス事業者（管理の委託許可を受け
た者に限る）に対して 安全管理規程の作成及び安全統括管理者の選任を

・中小事業者を含むすべての経営者に
の構築に向けた
取組の強化

た者に限る）に対して、安全管理規程の作成及び安全統括管理者の選任を
義務付け

おける安全意識の向上

② 運行管理制度
・事業者に対して、車両運行中の間の運行管理体制整備を義務付け
・運行管理者に対して、トラブル発生時の運転者に対する必要な判断・指示

・特に中小零細事業者において、運行
管理者が運転者を兼ねるなどにより
運行管理業務がおろそかになること② 運行管理制度

の強化
運行管理者に対して、トラブル発生時の運転者に対する必要な判断 指示
を行うことを義務付け

・運転者に対して、トラブル発生時の運行管理者に対する報告を義務付け

運行管理業務がおろそかになること
を防止

・適切な運行管理体制が構築されない
まま運行が行われることを防止。

③ 交替運転者の
長距離運行する場合において 交替運転者の配置を義務付け

・適切な運転者の配備がされないまま

配置基準
長距離運行する場合において、交替運転者の配置を義務付け

長距離運行が行われることを防止

④ デジタル式運行
記録計の義務化

新規参入の貸切バス事業者の参入時の許可要件として、デジタル式運行
記録計の装着を義務付け 等

・詳細な運行管理が行われることにより、
運転者の指導監督等を強化

貸切バス事業者に対する法令試験について、以下の見直しを実施

⑤ 役員の法令試
験の厳格化

・受験者を、代表権を有する常勤役員に限定
・不合格時の再試験は１回とし、再試験に不合格となった場合は許可申請を
却下

・出題範囲に、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等を追加

・安全に責任を有する経営者の資質を
確保

貸切バス事業に係る運輸開始の届出に際し 事業計画等に定める運輸
⑥ 現場確認の徹
底

貸切バス事業に係る運輸開始の届出に際し、事業計画等に定める運輸
施設の確保状況を確認するため、届出書に添付された写真に係る営業所、
自動車車庫、休憩仮眠施設等について、原則として現地調査を実施

・事業計画の適切な実施を確保
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参入時の許可基準の厳格化に係る選択肢

２ 引き続き検討が必要な許可基準の厳格化措置の選択肢案

分類 選択肢 具体的内容 プラス評価 マイナス評価

２．引き続き検討が必要な許可基準の厳格化措置の選択肢案

① 大型車を使用す
る事業者に対する
最低車両数の一律
引き上げ

最低車両数を5台から10台に引き上
げる。

＋ 安全管理に必要な採算が困
難視される事業者の参入を排
除できる

－ ５～９台で対応しうる地域的な需要への
サービスが排除される可能性
－ 車両台数と事故の関係を直接的に裏付け
るデータなし
－ ３事故との整合性なし

車両

② 長距離運行
を恒常的に行う
場合等に限定し
て最低車両数の
引き上げ

最低車両数を長距離運行を恒常的に
行うために必要な台数（例：20～30
台）に引き上げる。

＋ 地域的な需要へのサービス
を排除することなく、採算性が
困難視される事業者を排除で
きる

－ 事業計画上で「長距離運行を行うこと」等を
チェック・判断することができない

－ 車両台数と事故との関係を直接的に裏付け
るデータなし

引き上げ

③ 車両の保有等を
確認する基準の引
き上げ

車両の保有等を確認するための資金
確保の基準を「ローン支払い資金２ヶ
月分又はリース支払い資金２ヶ月分」
から「ローン支払い資金△ヶ月分又

資金

＋ 車両購入が完了していない
事業者に対しては、最低車両
数の引き上げと同等の効果が

－ 安価な中古車を購入して参入しようとする事
業者には基準の厳格化とならない

き上げ
はリース支払い資金△ヶ月分」に引き
上げる。

見込まれる。

車齢 ④ 車齢の制限

参入時に保有又はリース調達する車
両について、新車限定又は5年未満
等の車齢制限を再導入する

＋ 中古車両を中心に事業を行
い、事業の継続性を考慮して
いない事業者を排除できる

－ 車齢と事故の関係を直接的に裏付けるデー
タなし

－ ３事故で問題となった過労運転等の問題と
等の車齢制限を再導入する。 いない事業者を排除できる

事故で問題となった過労運転等の問題と
の関連性なし

車庫

⑤ 大型車での参入
事業者に対する有
蓋車庫の設置の義

１営業所あたり１台分の有蓋車庫の
設置を義務付ける

＋ 点検、整備を確実かつ適切
に実施可能

－ 地方公共団体の判断次第で、市街化調整
区域の規制が課せられる可能性

－ 有蓋車庫と車両故障の関係を直接的に裏
付けるデータ無し蓋車庫の設置の義

務付け

設置を義務付ける。 に実施可能 付けるデータ無し
－ ３事故で問題となった過労運転等の問題と

の関連性なし
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分類 選択肢 具体的内容 プラス評価 マイナス評価

⑥ 損害賠償責任保
険契約に係る賠償限
度額の引き上げ

現行8,000万円／旅客の限度
額を無制限に引き上げる。

＋ 万一の事態に際しての被害者
への賠償能力が向上する

賠償能
力

度額の引き上げ
額を無制限に引き げる。 の賠償能力が向 する

⑦ 一定額の流動資
産の確保の義務付
け等

ＥＵの規制を踏まえ、参入時に、
所要資金の他に車両台数に
応じた現金（例：１台あたり100
万円）の保有を義務付ける。

＋ 万一の事態に際しての対応能
力が向上し、安定的な経営が図
られるけ等

（又は、預託金制度を導入す
る。）

られる

⑧ 運転者の人数を
保有車両台数等に 運転者数について、保有車両

＋ 安全管理に必要な採算が困難
視される事業者の参入を排除で

－ 地域的、季節的な需要へのサービスを排除
－ 車両台数より運転者数が少ないことが直接過

労運転の原因とな ているわけではなく 人数よ
保有車両台数等に
応じて一定以上に規
制

運転者数について、保有車両
台数に応じた人数とする。

視される事業者の参入を排除で
きる

労運転の原因となっているわけではなく、人数よ
り個々の実際の勤務状況が重要

－ ３事故との整合性なし

事業計画上で「長距離運行を行うこと」等を

⑨ 長距離運行等
を行う場合に限定
して規制

長距離運行を恒常的に行うた
めに必要な体制を義務付ける。

＋ 地域的、季節的な需要への
サービスを排除することなく、安
全管理に必要な採算が困難視
される事業者の参入を排除でき
る

－ 事業計画上で「長距離運行を行うこと」等を
チェック・判断することができない。

－ 車両台数より運転者数が少ないことが直接過
労運転の原因となっているわけではなく、人数よ
り個々の実際の勤務状況が重要

－ ３事故との整合性なし
体制

３事故との整合性なし

⑩ 運行管理者の人
数について、現行よ

現行、29両まで１人とされてい
る運行管理者の人数を引き上

＋ 安全管理に必要な採算が困難
視される事業者の参入を排除で

－ 地域的、季節的な需要へのサービスを排除す
ることになる

－ 運行管理者数が少ないことが直接過労運転の

り引き上げ げる。 きる 原因となっているわけではなく、人数より個々の
実際の勤務状況が重要

⑪ 運行管理者・運転
運行管理者の資格証及び運
転者の選任計画等に加えて

＋ 運行管理等の体制が申請通り
に実際に整備されているかが確
認でき 安全管理体制のチェッ

者の資格及び雇用
契約等の確認

転者の選任計画等に加えて、
それぞれ必要人数分の雇用
契約等も確認対象とする。

認でき、安全管理体制のチェッ
クの有効性が担保される

＋ ３事故との整合性：関越事故
は日雇い運転
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貸切バス事業者の資金計画及び損害賠償能力について

○ 現行の参入時の許可基準○ 現行の参入時の許可基準

○ 資金計画 （国土交通省自動車局長通達において規定）

・車両、土地、建物、機械器具、運転資金、保険料等の
資金 積も が適 あ

*所要資金 **事業開始当初に要する資金

車両費 取得価格
１年分のリ ス料

２ヶ月分のローン支払金
２ 月分のリ ス料

【主な所要資金】

所要資金の見積もりが適切であること。

・所要資金(*)の50％以上かつ事業開始当初に要する
資金(**)の100％以上の自己資金が、確保されている
こと。

or１年分のリース料 or２ヶ月分のリース料

土地費
建物費

取得価格
or１年分のリース料

２ヶ月分のローン支払金
or２ヶ月分のリース料

運転資金 ２ヶ月分の人件費、燃料費等 ２ヶ月分の人件費、燃料費等
と。

○ 損害賠償能力 （国土交通省告示において規定）

・対人8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に全ての計画車両が加入する計画があること。

保険料等 １年分の保険料、租税公課 １年分の保険料、租税公課

○ 現状

127

433

450
10.7%

127
3.0%

30
0.7%

貸切バス事業者の資本金別事業者数

～1,000万円

～3,000万円

○ 貸切バス事業者のうち約半数が、資本金1,000万円
未満の中小事業者。

○ 営業用バスのうち、対人賠償の任意自動車保険
への加入率は、93.5％。

このうち、保険金額が無制限のものは、77.2％

1953
46.5%

1203
28.7%

10.3% ～5,000万円

5,000万円超

個人、その他

公営企業28.7% 公営企業

※国土交通省輸送実績調査（平成21年3月末時点）による
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○ ＥＵにおいては、貸切バス事業への参入時の要件
として、車両１両につき9,000ユーロ（２両目以降は
5,000ユーロ）の資金の保有が義務付けられている。
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バス事業のあり方検討会 

座長 中村 文彦 殿 

国土交通省側事務局殿 

 

意見書 バス事業の特性に即した制度設計を 

和田由貴夫 

 

 委員各位の真摯な意見交換が奏功して、本会期における具体的な課題に対する問題点が抽出され

てきた。この段階で、本委員会のタイトルである「バス事業のあり方」を検討する上で、利用者の

立場からの意見を呈したい。 

■制度設計とバスの事故―バス事業の特性を問う 

 適正な事業規模に関しては多くの意見が出された。バス事業を健全に維持する上での最低限の要

員数は自ずから明らかになるとしても、小規模ゆえに安全性が低いという仮説の証明は容易ではな

いだろう。有意性あるデータ発掘にエネルギーが傾注されようともしているが、むしろ有意性が見

出しにくい部分にこそバス事業の特性があることを指摘したい。 

 占有空間なり専有システムがプロの運転行為を守っている鉄道に比較して、バスは他の多くの車

両と走行空間を共有し、営業活動が行われている。当然、人為的なミスが入り込みやすい。道路と

いうインフラで事業が開始できる身軽さがある一方、その日に初めて公道を走るドライバーとも走

行環境を共有するようなリスクがバス事業にはある。加えて貸切バスには乗合バスのような公道上

のプライオリティも少ない。 

 走行空間を占有し、様々な運行管理システムが構築される鉄道では、長年にわたり人間工学や生

理学を駆使して運転者の人為的なミスが立ち入る余地を極力減らす研究が進められてきた。バスの

場合は、人に多くを依存する運転行為であるにもかかわらず、運転者の生理面に起因する事故への

対策や検証の仕組みづくりは進んでいない。極論すれば、いかに経営者に法的な義務を課し、優秀

な運行管理者が誠実に職務を果たしても事故は起き得る。輻輳する交通の中で人が人を運ぶ事業の

特性を把握した制度設計には、不備の改善はもちろんだが、及ばない部分への配慮が欠かせない。 

■バスはなぜ安全なのか 

 それでもこれまでの歴史の中で、バスが第一当事者になる重大事故は相対的に多くは無かった。

その意味で、大阪のスキーバス事故や関越自動車道の事故など業界を震撼させる事故に注目して原

因を徹底的に分析するのは正しい。同時に、それらの事故が少なくともこれまでは特異であったと

いう業態にも目を向けるべきであろう。 

 そもそも日本のバスは輻輳する自動車交通の中にありながら、安全性が高かった。それはなぜか。

現実的に考えれば運転者が常に安全確保に最大の努力を持続し、それを支える仕組み―制度という

よりは事業者が培ってきたノウハウが機能してきたからである。バスの運転者には、どんな状況に

あっても危険を予知し事故を未然に避ける「防衛運転」の実践が求められている。これは一般の運

転者にも適用する普遍的な考え方だが、職業運転者としての意識から強調される。こうしたことか

らも、バスの運転者には一般の自動車運転とは次元が異なる高い安全意識が浸透しており、体調を

含めて厳しい自己管理が求められている。特に貸切バスの場合は、日々異なる条件で稼働するのが

一般的であり、道路を知っていること、様々な気象条件への対応や接客など、豊富な経験が求めら

れる。このことから職業運転者の中でも最高峰に位置づけられているのは欧米も同様である。日本

でもこれまでは乗合バスなどで十分な経験を積んで貸切バスに乗務するのが一般的であった。しか

しながら規制緩和以降の運賃競争の激化は、経験の浅い運転者が、ガイドレスで貸切バスに乗務す

るという、これまでにない実態を生み出している。加えて旅行業界の価格競争も激しさを増し、限

られた時間で盛りだくさんの旅程が設定されるなど、不慣れな運転者の負担が増大している。安全

運転という、本来的には競争とはなじみにくい使命を掲げる業種に、過度の競争が起きているとこ

ろに危険の萌芽があり、議論を深める必要がある。 
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■バス事業者の安全のノウハウに着目 

 豊富な経験を持つ運転者、運転者の仕事をサポートするバスガイドの存在、運行に関わる的確な

情報提供が出来る運行管理者や車両整備担当者、職場長、そして経営者が安全の重要さを共有し、

それぞれの立場で運転者の安全を支える事業者は、事故を寄せ付けない。安全を守る大前提は優れ

た運転者と、それを財産と考える職場環境なのであり、この点において車両の保有台数は関係ない。 

 安全に大きく貢献しているものが過去の事故事例や経験に基づくノウハウである。自社の事故で

あればなおのこと、他社の事故でもそこから学び教訓として消化することも事故を遠ざける有効な

手段だ。鉄道や航空機や船とは根本的に異なる走行環境で事業展開をしているにもかかわらず、こ

れまでバスの事故が多くはなかったのは、バス事業がおかれる環境を熟知して、日々研鑽に努めて

きた事業者が、現場と一体感を持って安全を守ってきたからである。一人の運転者が多くの人命を

運ぶことで成立するバス事業は、ファミリードライブとは次元が違うのだが、昨今の免許保有率を

考えると、一般車両の運転とバスの運転が同次元で考えられてはいないだろうか。 

 そこでバス運転者の資質に関心が寄せられるだろう。一般的にバスの運転者は、限られた道路面

積の中で大きな車体を操縦するために、独特の運動神経や繊細な運転感覚が要件であり、その種の

感覚には個人差がある。つまりバス運転者には向き･不向きがある。最近のバス業界が運転者に求め

るのは、ともすれば笑顔や丁寧な接客だったりするのだが、乗客が期待する接客態度と安全の関連

は吟味する必要がある。その意味で、利用者はバスの運転者が本来果たすべき役割を正確に認識す

る必要がある。 

■崇高なバス事業だからこそ、参入のハードルは高く維持すべき  

 以上述べてきたように、少ないインフラで開始できるバス事業は、自動車の運転という近年では

特殊な技能とは考えられなくなっている行為に支えられているがゆえに、誰にでも容易に参入でき

る事業と考えられてはいないだろうか。しかもバス運転者に向いている者はこともなげに安全運転

をするから、余計にバスの運転は平易なものと受け止められそうだ。しかしバス事業はあくまでも

人が多くの人の命を安全に運ぶことで利用者の信頼を持続しなければならない、ごまかしのきかな

い産業であることを再評価すべきである。現場から経営者まで、常に安全を最優先にした意識と覚

悟があって初めて参入が許される事業である。バス業界にも市場活動における競争が求められるが、

安全は譲れない一線であり、消費者に対してはその観点に基づいた啓蒙活動が必要である。また万

一の事故の際に、十分な補償がなされることは当然であり、十分な資力や保障システムを備えなけ

ればならない。今後の新規の事業参入にはこの部分に重きをおいた確実な審査が必要である。 

 バス業界も行政も、バス事業の厳しい経営環境に関する情報発信は行ってきた。一方で、多くの

人の命を安全に運ぶために、いかに優れた運転者を確保し、これを支えるシステムを整えてきたか

という、経営における厳しい姿勢を社会に訴求する努力がさらに必要である。自社で培ってきたノ

ウハウが消費者に伝われば差別化が訴求でき、現場の運転者のモチベーションは向上し、安全は一

層強固になり、貸切バス産業のボトムアップにも貢献する。それが貸切バスが陥っている負のスパ

イラルから脱却する契機になる。 

 貸切事業の規制緩和は、個々の事業者が培ってきたノウハウを考慮せずに参入のハードルを低く

した結果、安易に参入できると考えた事業者が競争原理でビジネスを展開し利用者からの信頼性を

失墜させる結果を招いた。バス事業の特性を捉えるならば、こうした事態は予測できたはずである。

今後の事業参入には安全に対する覚悟とノウハウ、担保の見極めが必要である。 

 小規模で新規参入事業者であっても、経営者が豊富な経験を生かして、現場の人々の意識に反映

しているのであれば、安全を維持する資質は高いといえる。また既存貸切事業者でも、事業開始ま

でに何度も免許申請を繰り返し認可が得られなかった事業者は、監査の効率化という点で配慮すべ

きかもしれない。この種の事業者は志が高くとも、規制緩和以前は既存の事業者によって参入を阻

止されてきたことが十分考えられるからである。現在はこのような行き過ぎた参入規制は終わって

いるはずだから、今後の参入のハードルは十分高くなることが利用者にとって望ましい。 

2013.2.15 
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貸切バス事業者の車両台数と事故の関係 ※第４回検討会資料

3.0 

貸切バスの車両台数１千台当たりの事故原因別事故件数（Ｈ２１～Ｈ２３）

2.5 

3.0 

その他

心筋梗塞、心不全等

飲酒時 運転

2.0 

飲酒時の運転

疲労時の乗務

運転操作粗暴、無理な割り込み

1.5  安全速度の不履行

信号無視

0 5

1.0  制動操作不適切、後退方法不適切等

車間距離、追越不適切

0.0 

0.5 

１０両まで １１～２０両 ２１～３０両 ３１～５０両 ５１両以上

左折、右折不適切、一時停止不履行

脇見運転、漫然運転等

2
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貸切バスの車両台数と監査における指摘件数の関係 ※第４回検討会資料

車両数
（監査件数）

指摘事業者数
（対監査件数比率）

乗務
告示

健康状
態

点呼
乗務記
録

運行指
示書

指導
監督

社会
保険

定期
点検

車検切
れ運行

その他
その他
の内
区域外

３～５ 259 31 66 111 28 37 130 64 67 6 140 4

413 62.7 7.5 16 26.9 6.8 9 31.5 15.5 16.2 1.5 33.9 1

６～１０ 189 52 71 102 28 20 116 61 47 4 114 14

269 70 3 19 3 26 4 37 9 10 4 7 4 43 1 22 7 17 5 1 5 42 4 5 2269 70.3 19.3 26.4 37.9 10.4 7.4 43.1 22.7 17.5 1.5 42.4 5.2

１１～２０ 92 30 36 41 17 16 60 21 15 2 53 6

140 65.7 21.4 25.7 29.3 12.1 11.4 42.9 15 10.7 1.4 37.9 4.3

２１～５０ 38 10 11 16 3 2 16 10 2 1 23 4

59 64.4 16.9 18.6 27.1 5.1 3.4 27.1 16.9 3.4 1.7 39 6.8

５１～ 6 3 0 3 1 1 4 2 0 0 6 0

9 66.7 33.3 0 33.3 11.1 11.1 44.4 22.2 0 0 66.7 0

計 584 126 184 273 77 76 326 158 131 13 336 28

890 65.6 14.2 20.7 30.7 8.7 8.5 36.6 17.8 14.7 1.5 37.8 3.1

※平成２２年度貸切バス事業者重点監査の結果による
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保有車両数規模別法令違反状況
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2
100%
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82 54
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2
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事
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30
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5
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1

1
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10%
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50% あり
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業
者
数

業
者
数

4

27 12 4 1 1 1
0%

10%
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運行管理者選任数（監査実施営業所）

（人）

運行管理者選任数（監査実施営業所）
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貸切バスの新規許可事業者の有蓋車庫の設置状況

有蓋車庫を設置している事業者は ６９社中１１社（全体の１６％）

※第４回検討会資料

・有蓋車庫を設置している事業者は、６９社中１１社（全体の１６％）。

1113 11
16%

13
19%

有蓋車庫あり

有蓋車庫なし有蓋車庫なし

運輸未開始のため未確認

45
65%

車庫の設置状況 事業者数 （割合）
保有車両による内訳

【参考：保有車両による内訳】

車庫の設置状況 事業者数 （割合）
大型車のみ 大型車＋中小型車 中小型車のみ

有蓋車庫あり １１社 （１６％） ２社 １社 ８社

有蓋車庫なし ４５社 （６５％） ３社 ８社 ３４社

運輸未開始 ため未確認 社 社 社 社

※平成２４年４月～１１月の新規許可事業者に対して実施した調査による
5

運輸未開始のため未確認 １３社 （１９％） ０社 ３社 １０社

合計 ６９社 （１００％） ５社 １２社 ５２社
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3,000 
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貸切バス事業における参入と退出の状況

（件数）

※第４回検討会資料

（件数）

413

400

450

248
265

225250

300

350 新規許可件数

廃止届出件数

196 188

141
110

140
109

81100

150

200

42
66 55 54 40

64
90

64 69 78
57

0

50

100

H13年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

月 月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １０月合計

○ 平成２４年４月以降の月別新規許可・廃止事業者数

H13年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 ４～１０月合計

新規許可件数 ３ ７ ５ １１ １３ １５ ８ ６２

廃止届出件数 １０ ４ ５ ４ ５ １２ ４ ４４

※国土交通省調べによる
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適正化事業実施機関の導入について

【現状】

※第４回検討会資料

【現状】
一部の優良事業者にはセーフティ・バスの認定（370事業者）が行われる一方、その他の事業者（約4,000事業者）につ

いては、安全管理に関する体制・取組についても、法令遵守状況についても、十分なチェックがなされていない状況

【講ずべき対策】
適正化事業（法令遵守の指導・コンサルティング）実施機関による巡回指導等を導入する。

○適正化事業の導入イメージ（案）

・第一段階

目的 新高速乗合バスへの移行に係る安全管理

新高速乗合バスへの移行や 管理受託に向けた準備状況の

第 段階

内容
新高速乗合バスへの移行や、管理受託に向けた準備状況の
チェック（移行後は、必要条件の遵守状況のチェック）

主体
○高速ツアーバス協議会が中心となって設置する適正化チーム

・ＮＡＳＶＡ等に対し、実務者の派遣等を依頼

貸切バス事業者全体の安全管理チェックと
改善指導への拡大に向けた取組を実施

対象
○高速ツアーバス協議会傘下事業者のうち、新高速乗合移行を
目指す事業者

○上記事業者から管理受託を目指す事業者

（実施主体や資金等については、引き続
き関係業界等と調整）

資金 ○高速ツアーバス協議会又は傘下バス事業者の実費負担
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